
教員免許更新制の継続を求める意見書

この度、文部科学省は、教員免許更新制の継続を前提とした文書を各都道

府県教育委員会等に送付した。

教員免許更新制は、社会状況や学校教育が抱える課題、子どもの変化等を

踏まえ、その時々で求められる専門的知識や指導技術等を教員が定期的に刷

新し、複雑・多様化する教育課題に対応するとともに、ひいては教員が教師

としての自信と誇りを持って教壇に立つことができるよう、昨年度から導入

された制度である。

しかしながら、政府は昨年１０月に教員免許制度の廃止も含めた抜本的見

直しを表明し、平成２２年度予算にも教員免許更新制の効果検証などを含め

た調査・検討事業に予算を計上した。

そうした中で、受講対象者の一部に今後の対応方法を巡って混乱を生じさ

せていたところであり、来年３月に更新期限を迎える教員約８万５千人のう

ち、約１万１千人は今年４月時点で講習を受けていない状況である。

よって、国においては、質の高い教員を確保し、国民の負託に応える教育

水準を維持・向上させるためにも、教員免許更新制を継続されるよう強く要

望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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